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裁 決 書 

 

 

審査請求人が令和４年４月７日付けで提起した、処分庁大阪市〇区保健福祉センター所長

（以下「処分庁」という。）が行った令和４年２月２日付け生活保護法（昭和25年法律第144号）

第78条に基づく徴収金決定に関する処分（以下「本件処分」という。）に係る審査請求（以下

「本件審査請求」という。）について、次のとおり裁決します。 

 

主   文 

 

本件審査請求を棄却します。 

 

 

第１ 事案の概要 

   本件審査請求は、審査請求人が収入申告すべき収入を故意に申告しなかったとして、処

分庁が審査請求人に対して行った本件処分に対し、審査請求人が、不正受給の意図がない

等と主張して、処分の取消しを求めるものです。 

   なお、処分庁は、審査請求人に対し、本件処分と同一の事実に基づき、令和３年３月11

日付けで徴収金決定（以下「前処分」という。）を行っており、当該処分については、「決

定理由を修正するため」との理由で、同年９月10日付けで職権による取消しを行っていま

す。 

 

第２ 事実関係 

 １ 関係法令等の定め（本件処分に係る根拠法令等） 

  (1) 生活保護法（以下「法」という。） 

   ア 法は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国

民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障す

るとともに、その自立を援助することを目的とするとされています（第１条）。 

 

イ すべて国民は、法の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等

に受けることができるとされています（第２条）。 

   ウ 法により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することが

できるものでなければならないとされています（第３条）。 

   エ 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、

その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われるとされてい

ます（第４条第１項）。 

   オ 法第１条から第４条に規定するところは、法の基本原理であって、同法の解釈及び

運用は、すべてこの原理に基いてされなければならないとされています（第５条）。     

   カ 保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に
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必要な指導又は指示をすることができるとされています（第27条第１項）。 

     前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければ

ならないとされています（第27条第２項）。 

     法第27条第１項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るもの

と解釈してはならないとされています（第27条第３項）。 

   キ 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は居住地

若しくは世帯の構成に異動があったときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事

務所長にその旨を届け出なければならないとされています（第61条）。 

   ク 被保護者は、保護の実施機関が、法第27条の規定により、被保護者に対し、必要な

指導又は指示をしたときは、これに従わなければならないとされています（第62条第

１項）。 

   ケ 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたとき

は、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受

けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還し

なければならないとされています（第63条）。 

   コ 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があ

るときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一

部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の

金額を徴収することができるとされています（第78条第１項）。 

   サ 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、

３年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされ、刑法（明治40年法律第45号）

に正条があるときは、刑法によるとされています（第85条第１項）。 

(2) 生活保護法による保護の実施要領について 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の９第１項及び第３項の規定による処理基

準として、「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和36年４月１日厚生省発社

第123号厚生事務次官通知。以下「次官通知」という。）が示されており、次のとおり定

められています。 

ア 第８―３―(2)―イ 仕送り、贈与等による収入 

(ｱ) 他からの仕送り、贈与等による金銭であって社会通念上収入として認定するこ

とを適当としないもののほかは、すべて認定すること。 

(ｲ) 他からの仕送り、贈与等による主食、野菜又は魚介は、その仕送り、贈与等を

受けた量について、農業収入又は農業以外の事業収入の認定の例により金銭に換

算した額を認定すること。 

(ｳ) (ｱ)又は(ｲ)の収入を得るために必要な経費としてこれを受領するための交通

費等を必要とする場合は、その実際必要額を認定すること。 

イ 第８－３－(3) 次に掲げるものは、収入として認定しないこと。 

社会事業団体その他（地方公共団体及びその長を除く。）から被保護者に対して

臨時的に恵与された慈善的性質を有する金銭であって、社会通念上収入として認定

することが適当でないもの 

  (3) 生活保護行政を適正に運営するための手引について 

    「生活保護行政を適正に運営するための手引について」（平成18年３月30日社援保発

第0330001号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）において、「「不実の申請その他不正
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な手段」とは、積極的に虚偽の事実を申し立てることはもちろん、消極的に事実を故意

に隠蔽することも含まれる。刑法第246条にいう詐欺罪の構成要件である人を欺罔する

ことよりも意味が広い。」ことが示されています（Ⅳ－４－⑴の注））。 

(4) 生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて 

「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて」（平成24年７月23日社

援保発0723第１号厚生労働省社会・援護局保護課長通知。以下「課長通知」という。）に

おいて、次のとおり示されています。 

  ア 法第78条に基づく費用徴収決定について 

法第63条は、本来、資力はあるが、これが直ちに最低生活のために活用できない

事情にある要保護者に対して保護を行い、資力が換金されるなど最低生活に充当で

きるようになった段階で既に支給した保護金品との調整を図るために、当該被保護

者に返還を求めるものであり、被保護者の作為又は不作為により保護の実施機関が

錯誤に陥ったため扶助費の不当な支給が行われた場合に適用される条項ではない。 

被保護者に不当に受給しようとする意思がなかったことが立証される場合で、保

護の実施機関への届出又は申告をすみやかに行わなかったことについてやむを得

ない理由が認められるときや、保護の実施機関及び被保護者が予想しなかったよう

な収入があったことが事後になって判明したとき等は法第63条の適用が妥当であ

るが、法第78条の条項を適用する際の基準は次に掲げるものとし、当該基準に該当

すると判断される場合は、法第78条に基づく費用徴収決定をすみやかに行うこと。 

(ｱ) 保護の実施機関が被保護者に対し、届出又は申告について口頭又は文書による

指示をしたにもかかわらず被保護者がこれに応じなかったとき 

(ｲ) 届出又は申告に当たり明らかに作為を加えたとき 

(ｳ) 届出又は申告に当たり特段の作為を加えない場合でも、保護の実施機関又はそ

の職員が届出又は申告の内容等の不審について説明等を求めたにもかかわらず

これに応じず、又は虚偽の説明を行ったようなとき 

(ｴ) 課税調査等により、当該被保護者が提出した収入申告書が虚偽であることが判

明したとき 

(5) 生活保護問答集について 

「生活保護問答集について」（平成21年３月31日付け厚生労働省社会・援護局保護課長

事務連絡。以下「問答集」という。）において、次のような問答が示されています。 

ア 問８－29－２ 商品券・電子マネー・ポイント等の取扱いについて 

（問） キャッシュレス化など商慣習が多様化する中で、現金と同様に使用できる商

品券、電子マネー、ポイント等を贈与等されたことを把握した場合は、どのよ

うに取り扱うのか。 

（答） 現金と同様に使用できるものは現金と同様に取り扱うものである。 

例えば、他からの仕送りや贈与等の性格を有するものであれば、次官通知第

８の３の(2)のイにより社会通念上収入として認定することを適当としないも

ののほかはすべて収入として認定することが適当である。 

なお、商品の購入の際に付与されるポイント等、店舗や企業の割引やサービ

スの一環としての性格を有するものについては、収入として認定しないことと

して差し支えない。 

 ２ 処分の内容及び理由 
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   処分庁は、本件処分の決定通知書によれば、「〇〇さんについて、生活保護開始時に収入

があった際には申告しなければならないと説明を受けた上で同意していたにも関わらず、

平成29年５月から平成31年２月までの期間において、『〇〇ポイント』を『〇〇ギフト券』

に交換して得た収入（計135回、506,000円相当）について故意に申告せず、保護を受けま

した。これは生活保護法第61条の届出義務に違反しており、別紙に示す期間に支給を受け

た保護費の一部については、同法第78条に規定する『不実の申請その他不正な手段により

保護を受けた』ことに該当するため、同条に基づき平成29年５月から平成31年３月に支給

した保護費2,383,330円のうち、506,000円について費用徴収決定します。」（別紙省略。な

お、別紙において、平成29年５月から平成31年３月の期間の月ごとの「保護費支給額」、

「故意に申告せずに得た収入額」、「〇〇ギフト券への交換回数」、「徴収対象額」が列記さ

れている。）との理由で、本件処分を行いました（なお、根拠条文は、第１項であると思わ

れますが、決定通知書には「生活保護法第78条」とのみ記載されています。）。 

なお、前処分の決定通知書では、「法第29条調査の結果、〇〇さんが、2017年５月より

2019年２月までの期間において、『〇〇ポイント』を『〇〇ギフト券』（計506,000円相当）

に交換取得していましたが、無申告であることが判明しました。つきましては、当該ギフ

ト券を収入認定し、法第78条の規定により、保護費の返還決定を行います。」との理由が付

されています。 

 ３ 審理手続及び調査審議の経過 

令和４年４月７日、審査請求人は、行政不服審査法第２条の規定に基づいて、本件処分

に対する審査請求を行った。 

   令和４年４月20日、審理員が指名された。 

   令和４年６月２日、処分庁より弁明書が提出された。 

   令和４年７月６日、審査請求人より、反論書が提出された。 

   令和４年７月29日、処分庁より再弁明書が提出された。 

   令和４年８月15日、審理員の指名が取り消され、あらためて審理員が指名された。 

   令和４年９月22日、処分庁より証拠物件が提出された。 

令和４年10月３日、審理員より審理員意見書が提出された。 

   令和５年１月13日、大阪市行政不服審査会において審議が行われた。 

   令和５年２月14日、大阪市行政不服審査会において審議が行われた。 

   令和５年３月23日、大阪市行政不服審査会において審議が行われた。 

   令和５年３月28日、大阪市行政不服審査会より答申書が交付された。 

第３ 審理関係人の主張の要旨 

１  審理段階における審理関係人の主張 

 (1) 審査請求人の主張の要旨 

    審査請求人の主張は、本件処分の取消しを求める、というものであり、その理由は次

の２点です。 

  ア 再処分が違法であること（以下「主張①」とする。） 

    行政手続法第14条第１項本文において、不利益処分をする場合にその理由を示され

なければならないとされているのは、行政庁の判断と合理性を担保してその恣意を抑

制することにあり、処分理由を示す時期が処分と「同時に」とされていることからす

ると、処分時に示された理由が不十分であった場合、処分後に理由を追完しても瑕疵

が治癒されるものではない。 
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    この点、最高裁は、昭和47年12月５日判決において、「更正における附記理由不備

の瑕疵は、後日これに対する審査裁決において処分の具体的根拠が明らかにされたと

しても、それにより治癒されるものではない」と判示し、平成４年12月10日判決にお

いて、「後日、実施機関の補助職員によって、被上告人に対し口頭で非開示理由の説

明がされたとしても、それによって、付記理由不備の瑕疵が治癒されたものというこ

とはできない」と判示されており、その理由として、前者の判決において、「処分そ

のものの慎重、合理性を確保する目的に沿わないばかりでなく、処分の相手方として

も、審査裁決によってはじめて具体的な処分根拠を知らされたのでは、それ以前の審

査手続において十分な不服理由を主張することができないという不利益を免れない」

と指摘している。 

    仮に、本件のように、不利益処分について、提示すべき理由が不十分であるとして

審査請求がなされた場合に、当該処分を取り消し、改めて理由を補充した同じ内容の

処分（再処分）ができるとすると、最初の処分に係る審査請求の手続中に理由を補充

することが許されないことと結論が異なることになり、著しい不均衡が生じる。 

また、仮に、本件のような再処分が許されるとすると、最初の処分において、とり

あえず抽象的な（いい加減な）理由を提示しておいて、その後に審査請求等でその処

分の違法性が争われた場合に、当該処分を取り消して、改めて詳細な理由を付して再

処分をすればいいということになり、そうであれば、「行政庁の判断の慎重と合理性」

は担保されず、行政庁の判断の「恣意」を抑制することもできない。 

本件処分は、処分庁が、理由不備が明らかな令和３年３月11日付け処分について、

後日、詳細な理由を付して再処分をすることを予定として取り消したうえで、改めて

理由を補充してなされたものであって、結局のところ、令和３年３月11日付け処分と

同じ処分であり、その処分と「同時に」理由が示されていないこととなるから、行政

手続法第14条第１項本文に反し違法である。 

    また、審査請求人の上記主張について、処分庁は弁明書で何らの弁明もできていな

い。処分庁の主張は、提出された資料によると、詳細な理由を付して再処分すること

を目的としてその処分を取り消すのは違法であるが、審査請求等を契機として、当該

処分について再検討を行う中で、理由付記が不十分であったとして当該処分を取り消

し、改めて当該処分の適法性について検討を行ったうえでしかるべき理由付記を行い

新たな処分を実施することは違法ではない、というものと考えられるが、かかる主張

の論拠もよくわからず、また、詳細な理由を付して再処分することを目的としてその

処分を取り消したのではない、ということにしておけば、再処分が適法となってしま

い、脱法と言うほかない。 

イ 審査請求人には不正受給の意図がないこと（以下「主張②」とする。） 

   審査請求人は、生活保護受給中に〇〇ポイントを取得した事実はあり、その一部を

〇〇ギフト券に交換したことも、詳細は判然としないものの記憶している。 

   しかしながら、処分庁の担当ケースワーカーによる審査請求人への収入申告義務に

関する説明が極めて不十分なものであり、働いてお金をもらったり、親から仕送りで

お金をもらったりしたら報告するように、という程度の説明しか受けておらず、一定

額が控除されることとなっている、といった説明は皆無であった。 

   この点、審査請求人が、〇〇ポイントの一部を交換して〇〇ギフト券を取得したと

きに、それを申告の要する収入と考えなかったとしても無理はなく、また、収入申告
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義務や控除の概要について説明を受けていたならば、収入申告をしたうえで、基礎控

除を受け、その収入の全額を取得するという方法を選んでいたはずであり、交換時期

も基礎控除の額を勘案して調整するのが合理的な行動と言える。さらに、〇〇ギフト

券を交換する過程は、すべて電子的な情報伝達手段を用いて行われており、事業者の

サーバー上に記録が残る、といった事情は、審査請求人はわかっていることであるか

ら、当該交換による収入を処分庁に秘匿し、不正に保護費を受給しようと考えていた

とは認められない。 

(2) 処分庁の主張の要旨 

  処分庁は、本件処分の適法性・妥当性について、次のとおり主張しています。 

 ア 本件処分の適法性・妥当性について 

処分庁は、審査請求人は、生活保護開始時に、生活保護のしおりにより、収入申告

義務を含む生活保護制度全般についての説明を処分庁から受けており、そのことにつ

き署名押印しており、さらに、「生活保護法第61条に基づく収入の申告について（確

認）」により、同書記載の内容について、処分庁より説明を受け理解したことにつき

署名押印しているとおり、収入があった際には申告をしなければならないと説明を受

けたうえで、その内容を理解している旨署名押印していたにもかかわらず、平成26年

４月10日の保護開始以降の〇〇ポイントを〇〇ギフト券へ交換したことによる収入

について、申告せず、生活保護を受給していたのであるから、法第61条の届出義務に

反している。 

そして、〇〇ポイントを〇〇ギフト券に交換したことにより得た収入に関しては、

現金と同様に使用できるものであるから現金と同様に取り扱うものとし、かつ、処分

庁が行った法第29条に基づく照会の回答結果により判明したものであるから、処分庁

として、課長通知３－④の「課税調査等により、当該被保護者が提出した収入申告書

が虚偽であることが判明したとき」に該当し、法第78条の条項を適用すべきと判断し

徴収金決定を行うこととしたものであり、本件処分は、法に則った適正な処分である

と主張している。 

また、審査請求人の主張①と主張②については、次のとおり、弁明を行っています。 

   イ 主張①について 

審査請求人は、本件処分と前処分について、結局のところ「同じ処分であり、その

処分と『同時に』理由を示されていないこととなるから、行政手続法14条１項本文に

反し違法である」と主張するが、処分庁において、前処分について再検討を行ったう

えで、理由付記が不十分であったとしてこれを取り消し、改めて徴収金決定処分を行

うことの適法性について検討を行ったうえで、しかるべき理由付記を行い、先行処分

とは別の新たな処分として本件処分を行ったものであるから、違法な点は存しない。 

処分庁が先行する行政処分の取り消し後に新たな行政処分を行うことは、行政庁に

認められた権限の範囲内の行為である。 

   ウ 主張②について 

     審査請求人は、「一般に、『収入』とは就労したことの対価として受領する給与や

報酬が主たるものとして観念される」として、〇〇ポイントにより〇〇ギフト券を取

得したとしても、それが申告を要する収入と考えなかったとしても無理はないと主張

する。 

しかしながら、審査請求人に対し、生活保護開始の際に交付し、その内容を説明し
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ている生活保護のしおりにおいて「保護費以外の収入があればどんな収入でも、詳し

く、正しく、すみやかに届けてください」と記載があり、また、審査請求人が提出し

ている収入申告書においても、収入は就労収入に限らず、私的収入など様々な種類の

収入を列記していることを踏まえれば、申告義務のある収入が就労収入に限らず、本

件のような〇〇ギフト券の取得も含まれることは認識していたと言える。  

 

第４  論点整理 

   法第61条は、「被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、

又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は

福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。」と規定し、被保護者に収入申告義務

を課していますが、申告すべき「収入」の意義については解釈に委ねられており、処分庁

が本件処分を行う理由とした〇〇ポイントの交換により得た〇〇ギフト券が申告すべき

「収入」に該当するかが問題となります（論点１）。 

   次に、法第78条第１項は、「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人

をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費

用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じ

て得た額以下の金額を徴収することができる。」と規定していますが、同じく返還を求め

る法第63条との関係で、本件審査請求人の行為が、「不実の申請その他不正な手段により

保護を受け」に該当するかが問題となります（論点２）。 

   最後に、審査請求人は、処分庁が前処分を取り消して本件処分を行っている点をもって、

行政手続法第14条第１項違反を主張しており、本件において、審査請求人が主張するよう

な手続的瑕疵が認められるかが問題となります（論点３）。 

 

第５ 裁決の理由 

 １ 認定した事実 

   本件審査請求については、次のとおり事実が認められます。なお、事実記載の後ろの「【】」

内には、当該事実についての証拠を記載しています。 

  (1) 平成26年４月10日、処分庁は、審査請求人に対し、法第24条第３項に基づき、世帯主

の傷病を理由として、保護を開始しました【審査請求人に係る「保護台帳」（平成26年

４月18日作成）】。 

 

(2) 平成26年４月17日、審査請求人は、「生活保護のしおり」を受領しました【審査請求

人が作成した「受領書」】。なお、審査請求人作成の受領書には、審査請求人の署名・

押印がなされており、審査請求人が受領した「生活保護のしおり」（平成24年４月１日

版）には、「保護費以外の収入があればどんな収入でも、詳しく、正しく、すみやかに

『収入申告書』により届出てください。」、「３ 仕送り、贈与等の収入／（例）（略）

／〇 米、野菜等現物による仕送り／（以下略）」との記載があります【審査請求人が

作成した「受領書」、「生活保護のしおり」（平成24年４月１日版）】。 

  (3) 平成26年９月２日、処分庁担当者が審査請求人に対し、収入申告義務について説明を

行いました。その際に、審査請求人が処分庁に提出した書面には、「生活保護法第61条

に基づき、自分の世帯の収入について、保健福祉センター所長に申告する義務があるこ

と。」等について、保健福祉センター担当者より説明を受け理解した旨の記載があり、
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審査請求人の署名・押印がなされています【審査請求人が処分庁に対して提出した「生

活保護法第61条に基づく収入の申告について（確認）」】。 

  (4) 平成29年７月３日、審査請求人は、処分庁に、平成29年４、５、６月分の働いて得た

収入を０円と記載し、「３ 仕送り、養育費、財産収入（生命保険等の給付金・解約返

戻金等）、その他の私的収入」は「無」に〇をした収入申告書を提出しました【平成29

年７月３日付け審査請求人提出「収入申告書」】。 

  (5) 平成30年４月６日、審査請求人は、処分庁に、平成29年７、８、９月分の働いて得た

収入を０円と記載し、「３ 仕送り、養育費、財産収入（生命保険等の給付金・解約返

戻金等）、その他の私的収入」は「無」に〇をした収入申告書、平成29年10、11、12月

分の働いて得た収入を０円と記載し、「３ 仕送り、養育費、財産収入（生命保険等の

給付金・解約返戻金等）、その他の私的収入」は「無」に〇をした収入申告書、平成30

年１、２、３月分の働いて得た収入を０円と記載し、「３ 仕送り、養育費、財産収入

（生命保険等の給付金・解約返戻金等）、その他の私的収入」は「無」に〇をした収入

申告書の３通を提出しました【処分庁が平成30年４月６日に受理した審査請求人提出

「収入申告書」３通】。 

  (6) 平成30年７月２日、審査請求人は、処分庁に、平成30年４、５、６月分の働いて得た

収入を０円と記載し、「３ 仕送り、養育費、財産収入（生命保険等の給付金・解約返

戻金等）、その他の私的収入」は「無」に〇をした収入申告書を提出しました【平成30

年６月29日付け審査請求人提出「収入申告書」】。 

  (7) 平成30年10月18日、審査請求人は、処分庁に、平成30年７、８、９月分の働いて得た

収入を０円と記載し、「３ 仕送り、養育費、財産収入（生命保険等の給付金・解約返

戻金等）、その他の私的収入」は「無」に〇をした収入申告書を提出しました【処分庁

が平成30年10月18日に受理した審査請求人提出「収入申告書」】。 

  (8) 平成31年４月３日、審査請求人は、処分庁に、平成31年１、２、３月分の働いて得た

収入を０円と記載し、「３ 仕送り、養育費、財産収入（生命保険等の給付金・解約返

戻金等）、その他の私的収入」は「無」に〇をした収入申告書を提出しました【平成31

年４月３日付け審査請求人提出「収入申告書」】。 

  (9) 令和元年11月12日、審査請求人は、処分庁に、平成30年10、11、12月分の働いて得た

収入を０円と記載し、「３ 仕送り、養育費、財産収入（生命保険等の給付金・解約返

戻金等）、その他の私的収入」は「無」に〇をした収入申告書を提出しました【処分庁

が令和元年11月12日に受理した審査請求人提出「収入申告書」】。 

  (10)令和２年８月31日、処分庁は、動画配信サイト「〇〇」の運営会社である株式会社〇

〇に対し、審査請求人の〇〇ポイント等収入の記録について、法第29条に基づく照会を

行いました【令和２年８月31日付け株式会社〇〇あて「生活保護法第29条に基づく調査

について（依頼）」】。 

  (11)令和２年９月28日、処分庁は、株式会社〇〇より、同年８月31日付けの法第29条に基

づく照会に対する回答を受領しました【ケース記録票（適正化担当）】。当該回答には、

審査請求人が、平成29年５月から令和２年８月までの期間に、合計1,134,787の〇〇ポ

イントを獲得していることが記載されています【令和２年９月18日付け「生活保護法第

29条に基づく調査について（回答）」】。 

  (12)前記(11)を受けて、令和２年９月29日、処分庁担当者が、審査請求人への聴取を行っ

た際、審査請求人は、〇〇を日常的に利用している旨認めたうえで、「〇〇ポイント運
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営会社からユーザーに対してポイント付与システムがあり、自身が獲得したポイントは、

すべて、〇〇利用延長料金として消費しており、ポイントが換金できることは知ってい

るが、一度も換金したことがない」旨の弁明を行いました【ケース記録票】。 

  (13)同日、処分庁は、株式会社〇〇に対し、審査請求人が獲得した〇〇ポイントの利用履

歴（現金に交換、アイテムに交換、ギフト券・ポイントに交換、延長チケットに交換、

期限切れで失効等一切の利用履歴）について、法第29条に基づく照会を行いました【令

和２年９月29日付け株式会社〇〇あて「生活保護法第29条に基づく調査について（依

頼）」】。 

  (14)令和２年11月11日、処分庁は、株式会社〇〇より、同年９月29日付けの法第29条に基

づく照会に対する回答を受領しました。当該回答には、審査請求人が平成29年５月から

令和２年８月までの期間に、〇〇ポイントを〇〇ギフト券、配信アイテム及びRealPay

に交換していることが記録されています。そのうち、〇〇ギフト券への交換は、平成29

年５月から平成31年２月の間に506,000ポイント分行われており（この間の一連の交換

について以下「本件交換」という。）、〇〇ギフト券への交換は１ポイント＝１円分の

〇〇ギフト券であると認められるので、506,000円分となります【令和２年11月９日付

け生活保護法第29条に基づく調査における回答】。なお、平成31年３月29日の12時をも

って、〇〇ポイントから〇〇ギフト券への直接の交換が終了し【〇〇サイトでのお知ら

せ】、以降については、配信アイテムへの交換のほか〇〇へ交換が散見され、記録上の

〇〇への最終交換日は令和２年８月19日で2,179〇〇ポイント分となっています。 

  (15)前記(14)を受けて、令和３年１月７日、処分庁担当者が、審査請求人に、電話での聴

取を行いました。その際、審査請求人は、〇〇ポイントの取得消費について全く記憶が

ないこと、ポイントの未申告は故意ではない旨の弁明を行いました【ケース記録票】。 

  (16)令和３年３月11日、審査請求人に対し、前処分が行われました【「返還金・徴収金決

定書」決裁】。 

  (17)令和３年９月10日、処分庁は、職権により、前記(16)記載の令和３年３月11日付け徴

収金決定を取り消しました【令和３年９月10日付け「返還金・徴収金取消決定書」】。 

  (18)令和４年２月２日、審査請求人に対し、本件処分が行われました【令和４年２月２日

付け「返還金・徴収金決定書」】。 

  (19)〇〇のサイトの紹介には、「〇〇は、（中略）ライブ配信サービスです。（中略）に

応じてポイントがもらえます。」との記載があります【令和５年５月１日時点：〇〇】。 

  (20)〇〇のサービス利用規約のうち「個別規約（〇〇）」（令和４年４月１日改定）第15

条（ポイントの扱い）１．には、「ユーザーは自ら保有しているポイントを別途当社の

定めるところに従い商品券の交換等に利用できるものとします。」との記載があります

【令和５年５月１日時点の〇〇の「サービス利用規約」】。 

 ２ 論点に対する判断 

  (1) 論点１について 

   ア 法は、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆる

ものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」

ことを基本原理の一つとしていることから（法第４条第１項、第５条）、被保護者の

資産、能力その他あらゆるものは、その呼称のいかんを問わず、その最低限度の生活

の維持のために活用されるべきことを原則とするものと解すべきです。 

イ 本件審査請求において問題となっている収入は、〇〇ポイントの交換により得た〇
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〇ギフト券です。 

そして、〇〇ギフト券は、〇〇会社及びその関連会社が〇〇において提供する対象

商品及びサービスの購入に利用できるものであるところ、〇〇の会社概要の説明によ

れば、〇〇においては、「書籍、CD、DVD、ソフトウェア、ゲーム、家電＆カメラ、ホ

ーム＆キッチン、おもちゃ＆ホビー、食品＆飲料＆酒類、日用品、医薬品、ビューテ

ィー、ベビー＆マタニティ、ペット用品、ファッション」などに係る商品の購入が可

能であると謳われています。 

このことから、生活に必要な衣食の面では、最低限度の生活の維持に資するという

点で現金と遜色ないと言えるものです。 

なお、前記第２、１、(5)に記載のとおり、問答集においても、「キャッシュレス化

など商慣習が多様化する中で、現金と同様に使用できる商品券、電子マネー、ポイン

ト等を贈与等されたことを把握した場合は、どのように取り扱うのか。」との問いに

対し、「現金と同様に使用できるものは現金と同様に取り扱うものである」との回答

が示されているところです。 

   ウ また、審査請求人は、〇〇において動画配信を行い、その結果、〇〇の運営会社よ

り付与された〇〇ポイントを〇〇ギフト券に交換する方法で、同ギフト券を入手した

という経緯があります。そして、〇〇ポイントの付与の仕組みについては、当該運営

会社のサイトの利用規約によると、当該ポイントは、動画等配信のランキング及び配

信されている動画等を視聴している者から応援の意図で提供される「投げ銭」によっ

て動画等配信者が入手できるものであるとされています（前記１、(19)、(20)）。 

     そうであれば結局のところ、当該ポイントを交換して得た〇〇ギフト券は、勤労収

入と言えるかはともかく、審査請求人が自己の動画配信活動の対価として取得したも

のということができます。 

   エ このような取得経緯であること、及び、〇〇ギフト券が現金と同様に扱われること

をあわせ考えると、〇〇ポイントから〇〇ギフト券への交換がなされた時点で、社会

通念上、収入として認定することが適当であると言うことができます。 

  (2) 論点２について 

   ア 「不実の申請その他不正な手段により保護を受け」に該当するか否かについては、

本件と同じく未申告の収入（ボランティアに対する謝礼等）があるとして法第78条第

１項に基づき徴収決定がなされた事案である神戸地裁平成28年（行ウ）第30号同30年

２月９日判決において、規範が示されています。 

それによれば、「法第78条第１項の趣旨は、保護の不正受給を防止し、生活保護制

度が悪用されることを防止しようとすることにあると解される。そして、同項が適用

されると、当該不正受給額の全部が必要的に徴収される上、その４割以下の額が制裁

として徴収され得ることに加え、犯罪として懲役刑を科される可能性もあるものであ

る。これに対し、法第63条は、『その受けた保護金品に相当する金額の範囲内におい

て保護の実施機関の定める額』の返還で足り、裁量により、当該未申告分の収入の一

部の返還で足りるものとされている。このような法第78条第１項の趣旨、同項と法第

63条の要件及び効果の差異、特に、法第78条第１項の要件と刑罰法規である法第85条

第１項本文の構成要件とが同一文言によって規定されていることからすれば、法第78

条第１項は、被保護者の収入未申告等の行為が、生活保護制度の悪用と評価できる行

為に当たる場合にのみ適用すべきであり、そうでない場合には、法第63条を適用すべ
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きものと解するのが相当である。そして、被保護者の収入未申告等の行為が前記のよ

うに評価できる行為に当たるかどうかは、申告等に当たり明らかに作為を加えた場合

や、保護の実施機関又はその職員から申告等の不審について説明を求められたにもか

かわらずこれに応じず、又は虚偽の説明を行ったような場合のように、行為そのもの

が持つ不正な性質が明確で、前記のとおりの評価が直ちにできる行為がある一方、届

出又は申告について口頭又は文書による指示をしたにもかかわらずそれに応じなか

った場合や、保護の実施機関の課税調査等により、当該被保護者が提出した収入申告

書の内容が虚偽であることが判明したときのように、行為そのものが持つ不正な性質

が明確とはいえないものについては、当該行為が行われた際の具体的状況や、行為者

の目的等の主観的事情をも判断要素として考慮に入れて、当該行為が法第78条第１項

を適用すべき生活保護制度の悪用と評価できる行為といえるかどうかを客観的に判

断すべきものと解するのが相当である。」と判示されています。 

   イ 上記を踏まえ、本件の収入未申告（前記１、(4)から(9)）が法第78条第１項の適用

に値すると言えるためには、そもそも、未申告者に収入申告義務の認識が必要である

ことから、後記ウにおいて、審査請求人に収入申告義務の認識があったか否かを検討

し、次に、後記エにおいて、処分庁が主張するように、課長通知２－④「課税調査等

により、当該被保護者が提出した収入申告書が虚偽であることが判明したとき」に該

当するか否かを検討し、最後に、後記オにおいて、不正に受給しようとする意思が認

められるか否かについて検討します。 

ウ 収入申告義務の認識の有無について 

 まず、審査請求人が収入申告義務について認識していたか否かについて検討すると、

審査請求人は、前記１、(2)のとおり、平成26年４月17日に、「生活保護のしおり」を

受け取るとともに、前記１、(3)のとおり、同年９月２日に、処分庁の担当者から収入

申告義務についての説明を受けたことが認められます。そして、当該「生活保護のし

おり」には、「保護費以外の収入があればどんな収入でも、詳しく、正しく、すみや

かに『収入申告書』により届出てください。」との記載が認められるところです（前

記１、(2)）。よって、最初に〇〇ギフト券への交換を行った平成29年５月時点では、

審査請求人には、なんらかの収入があれば収入申告の必要があることの認識があった

との処分庁の認定に不合理な点は認められません。 

 次に、審査請求人に収入申告義務の認識があったとして、審査請求人が本件交換に

より得た〇〇ギフト券について収入申告すべき収入に該当すると認識していたかが

問題となります。 

 この点、審査請求人は、「一般に、『収入』とは就労したことの対価として受領す

る給与や報酬が主たるものとして観念されますが、審査請求人は『〇〇』（動画や音

声を配信したり視聴したりできるサービス）を利用し、ライブ映像を配信した際に、

その映像を視聴する者から、いわば『投げ銭』としての『〇〇ポイント』を取得し、

その一部を『〇〇ギフト券』に交換していたのであって、典型的な就労形態とは大い

に異なっていた。よって、審査請求人が『〇〇ギフト券』を取得したとしても、それ

を、申告を要する『収入』と考えなかったとしても無理はない。」と主張していると

ころです。 

しかし、「収入」については、「生活保護のしおり」では、「米、野菜等現物によ

る仕送り」も収入に該当する旨明記されており（前記１、(2)）、就労したことの対価
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以外のものも「収入」になり得ることや、前記２、(1)で述べているとおり、「収入」

が「現金」に限られないことも明らかです。また、本件交換により得た〇〇ギフト券

はいずれも、審査請求人が動画配信の対価として得たものであり、今般、動画配信を

主たる職業とし、それによって生計を立てている事例も珍しいものではないことから、

社会通念上、その対価が収入認定の対象から除外されている恵与金等（次官通知第８、

３、（３）、ア以下参照）とは見做されないことは認識できたはずです。そして、〇

〇ポイントを〇〇ギフト券に交換した時点において、現金と同様に使用できるものを

取得する意思があったものと認められます。よって、審査請求人には、〇〇ギフト券

へ交換するタイミングで収入申告が必要になるとの認識はあったと考えられます。 

以上から、平成29年５月時点において、審査請求人には、〇〇における動画配信に

よって獲得した〇〇ポイントを交換して得た〇〇ギフト券が収入申告すべき収入に

該当する旨の認識はあったと言うことができます。 

エ 課長通知２－④の該当性について 

次に、課長通知２－④の該当性について検討すると、審査請求人が提出した平成29

年７月３日付けの平成29年４月から６月分の収入申告書において、「１ 働いて得た

収入」の５月分の「総収入」は０円と記載されており、「３ 仕送り、養育費、財産

収入（生命保険等の給付金・解約返戻金等）、その他の私的収入」については、無に

〇がつけられています（前記１、(4)）。同様の記載については、前記１、(5)から(9)

のとおり、審査請求人が提出した平成31年４月３日付けの収入申告書における平成31

年３月分まで認められるところです（以下、これらを併せて「本件未申告」という。）。 

また、本件交換の事実は、処分庁による法第29条に基づく調査により判明したとい

う点については、前記１、(11)及び(14)のとおり認められるところです。 

 そして、前記ウで検討したとおり、審査請求人には、これらの収入申告を行った時

点で、本件交換により得た〇〇ギフト券が収入申告すべき収入であるとの認識があっ

たことも認められるところです。 

 よって、課長通知２－④「課税調査等により、当該被保護者が提出した収入申告書

が虚偽であることが判明したとき」に該当するとした処分庁の判断に不合理な点は認

められません。 

オ 不正に受給しようとする意思が認められるか否かについて 

最後に、審査請求人の目的等の主観的事情について検討します。 

 本件未申告の発覚後、処分庁担当者から審査請求人に対して、令和２年９月29日と

令和３年１月７日の２度にわたって聴取が行われています。審査請求人は、１回目の

聴取時には、「自身が獲得したポイントは、すべて、〇〇利用延長料金として消費し」

た旨の弁明を（前記１、(12)）、２回目の聴取時には、「各種ポイントの取得消費に

ついて、全く記憶がない」旨の弁明を行っています（前記１、(15)）。しかし、審査

請求人が〇〇ギフト券への交換を行ったのは、１度や２度ではなく、平成29年５月か

ら平成31年２月の間断続的に行われており、その総額も506,000円分と決して少額で

はありません。また、〇〇ギフト券ではありませんが、〇〇への交換は聴取日のおよ

そ１か月前の令和２年８月19日に2,179〇〇ポイント分行われていることが認められ

ます（なお、〇〇への交換は総計315,481〇〇ポイント分です。前記１、(14)。）。 

このような多数回・多額の交換行為について、それらの記憶が一切ないことは通常

考えがたいものです。 
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 よって、審査請求人の当該発言は、本件交換の事実を隠蔽するためにとった発言と

評価した処分庁の判断に不合理な点は認められません。 

   カ まとめ 

     以上の内容について、審査請求人の目的等の主観的事情についても判断要素として

総合的に考慮すると次のとおりとなります。 

審査請求人は、遅くとも平成29年５月以降、〇〇における動画配信により、商品券

等に交換可能な〇〇ポイントを獲得し（平成29年５月から令和２年８月までの総計

1,134,787ポイント）、貯めたポイントを平成29年５月から平成31年２月の間、断続的

に〇〇ギフト券へ交換をしていました。 

 それにもかかわらず、本件交換の事実が認められる平成29年５月から平成31年２月

分の収入申告において、収入申告をすべき収入があると認識していたにもかかわらず

収入なしとして虚偽の申告をしたことが認められます。加えて、法第29条に基づく調

査による当該交換の発覚後においても、「自身が獲得したポイントは、すべて、〇〇

利用延長料金として消費して」いるとか、「〇〇ポイントの取得消費について全く記

憶がな」く、「ポイントの未申告は故意ではない」といった弁明を行うなど、本件交

換があった事実を隠蔽しようとしたものと認められます。 

 よって、結論として、課長通知２－④「課税調査等により、当該被保護者が提出し

た収入申告書が虚偽であることが判明したとき」に該当し、保護費を不正に受給しよ

うとする意思をもって、申告すべき収入を申告していなかったことが認められるとし

た処分庁の判断に不合理な点は認められません。 

(3) 論点３について 

  前処分は、「法第29条調査の結果、〇〇さんが、2017年５月より2019年２月までの期

間において、『〇〇ポイント』を『〇〇ギフト券』（計506,000円相当）に交換取得して

いましたが、無申告であることが判明しました。つきましては、当該ギフト券を収入認

定し、法第78条の規定により、保護費の返還決定を行います。」との理由を付したうえ

でなされており、本件処分は、処分庁自身が、当該理由が不十分と考え、前処分を自ら

取消し、より詳細な理由を付してなされたものです。 

  このように、行政庁が瑕疵ある行政行為の効力を遡及的に失わせて、正しい法律関係

を回復させるために職権取消しを行うことは一般的に認められるものであり、また、職

権取消し後に再度処分を行うことも当然に予定されているものです。 

  この点、審査請求人は、「最初の処分において、とりあえず抽象的な（いい加減な）

理由を提示しておいて、その後に審査請求等でその処分の違法性が争われた場合に、当

該処分を取り消して、改めて詳細な理由を付して再処分をすればいいということになり、

そうであれば、『行政庁の判断の慎重と合理性』は担保されず、行政庁の判断の『恣意』

を抑制することもできない」と主張しています。 

しかし、上記のとおり、前処分には、期間や総額を明示する等一応の具体的な理由が

付されており、処分庁に審査請求人が主張するようなあえて抽象的な理由とする意図が

あったとは認められません。 

  以上より、本件処分について、行政手続法第14条第１項に違反するような手続的瑕疵

は認められません。 

 

第６ 結論 
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   以上のとおり、本件審査請求は理由がないため、行政不服審査法第45条第２項の規定に

より、主文のとおり裁決します。 

 

令和５年５月29日 

 

                審査庁 大阪市長 横山 英幸  

 

 

 


